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育児休業手当金給付率及び給付上限相当額一覧

	項　目
	区　分
	率
	給付上限相当額

	給 付 率
	平成19年7月31日まで
	４０/１００
	14,200×30×40/100×1/22＝7,745円　（円未満切捨て）

	
	平成19年8月、9月
	４０/１００
	14,140×30×40/100×1/22＝7,712円  （円未満切捨て）

	
	平成19年10月から

平成20年 7月まで
	５０/１００
	14,140×30×50/100×1/22＝9,640円  （円未満切捨て）

	
	平成20年8月から

平成21年 7月まで
	５０/１００
	14,060×30×50/100×1/22＝9,586円  （円未満切捨て）

	
	平成21年8月から

平成22年 7月まで
	５０/１００
	13,980×30×50/100×1/22＝9,531円  （円未満切捨て）

	
	平成22年8月から

平成23年 7月まで
	５０/１００
	13,650×30×50/100×1/22＝9,306円  （円未満切捨て）

	
	平成23年8月から
	５０/１００
	14,340×30×50/100×1/22＝9,777円  （円未満切捨て）

	毎月支給分
	平成19年7月31日まで
	３０/１００
	7,745×3/4＝5,808円　 （円未満切捨て）

	
	平成19年8月、9月
	３０/１００
	7,712×3/4＝5,784円　 （円未満切捨て）

	
	平成19年10月から

平成20年 7月まで
	３０/１００


	9,640×3/5＝5,784円　 （円未満切捨て）

	
	平成20年8月から

平成21年 7月まで
	３０/１００


	9,586×3/5＝5,751円　 （円未満切捨て）

	
	平成21年8月から

平成22年 3月まで
	３０/１００
	9,531×3/5＝5,718円 　（円未満切捨て）

	
	平成22年4月から

平成22年 7月まで
	５０/１００
	9,531円

	
	
	３０/１００
	9,531×3/5＝5,718円 　（円未満切捨て）

	
	平成22年8月から

平成23年 7月まで
	５０/１００
	9,306円

	
	
	３０/１００
	9,306×3/5＝5,583円 　（円未満切捨て）

	
	平成23年8月から
	５０/１００
	9,777円

	6月後支給分
	平成19年7月31日まで
	１０/１００
	7,745－5,808＝1,937円

	
	平成19年8月、9月
	１０/１００
	7,712－5,784＝1,928円

	
	平成19年10月から

平成20年 7月まで
	２０/１００
	9,640－5,784＝3,856円

	
	平成20年8月から

平成21年 7月まで
	２０/１００
	9,586－5,751＝3,835円

	
	平成21年8月から

平成22年 7月まで
	２０/１００
	9,531－5,718＝3,813円

	
	平成22年8月から

平成23年 7月まで
	２０/１００
	9,306－5,583＝3,723円


　　※育児休業を開始する日が平成22年4月1日以降の場合は給付日額の全額(50/100)を育児休業中に毎月支給するが、育児休業を開始する日が平成22年3月31日以前の場合は毎月支給分(30/100)と6月後支給分(20/100)に分けて支給する。



































































